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令和８年度瀬戸内市ホームページ有料広告掲載業務仕様書 

１．業務の名称 

令和８年度瀬戸内市ホームページ有料広告掲載業務 

２．履行期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

３． 業務内容 

契約締結日から令和９年３月３１日までの瀬戸内市ホームページにおける広告枠一括

買い上げによる広告掲載事業 

４． 広告の仕様 

仕様は以下のように定めているが、位置や規格等が変更になる場合がある。 

（1）広告の種類  バナー広告 

（2）広告枠の位置 

瀬戸内市ホームページ（https://www.city.setouchi.lg.jp/）にアクセスした

際、最初に表示されるページの下部 

（3）広告枠の数 

４枠 

（4）広告の規格 

・天地６０ピクセル 

・左右１２０ピクセル 

・１０キロバイト以内 

・ＧＩＦ形式 

・静止画（透過不可、フラッシュ不可） 

（5）広告掲載期間 

令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

５．広告掲載業務の条件 

（1）広告主の募集について 

広告主の募集は瀬戸内市広告掲載取扱要綱、瀬戸内市広告掲載基準、瀬戸内市

ホームページ有料広告掲載取扱要領に従って行うこと。なお、広告主の募集は、

広告掲載期間開始日に先立ち、本市との契約の締結日より行うことができるも

のとする。 

（2）転貸、権利義務の譲渡等について 

転貸、権利義務の第三者への譲渡は、市の書面による承諾を得た場合を除き、

禁止とする。 
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（3）委託について 

広告枠の運営に必要な業務を第三者に委託又は請け負わせることは禁止とする。 

ただし、市の書面による承諾を得た場合は、業務の一部を第三者に請け負わせ

ることができる。 

６．広告の納品 

広告代理店は、広告案等の必要書類を原稿提出締切日までに、市長に申し込むものと

する。なお、掲載中の広告の掲載期間を延長したい場合には、掲載延長申出日までに

市に申し出ること。 

 
【令和８年度広告掲載日程表】 

 

※原則として、掲載開始日の午前１１時までに瀬戸内市ホームページに掲載し、掲載終了

日の翌日午前１１時までに瀬戸内市ホームページへの掲載を終了する。 

※原稿の掲載可否を決定するにあたり、１週間程度かかる場合があるので、原稿は早めに

提出すること。 

 

７．広告料の本市への納付 

落札後、契約書にて定めるとおり、売り払い価格を一括で市へ納付すること。 

月 原稿提出締切日 掲載開始日 掲載終了日 掲載延長申出日 

令和 8 年 

4 月 

令和 8 年 3 月 17 日 

（火曜日） 

令和 8 年 4 月 1 日 

（水曜日） 

令和 8 年 4 月 30 日

（木曜日） 

令和 8 年 4 月 16 日 

（木曜日） 

令和 8 年 

5 月 

令和 8 年 4 月 16 日 

（木曜日） 

令和 8 年 5 月 1 日 

（金曜日） 

令和 8 年 5 月 31 日

（日曜日） 

令和 8 年 5 月 18 日 

（月曜日） 

令和 8 年 

6 月 

令和 8 年 5 月 18 日 

（月曜日） 

令和 8 年 6 月 1 日 

（月曜日） 

令和 8 年 6 月 30 日

（火曜日） 

令和 8 年 6 月 17 日 

（火曜日） 

令和 8 年 

7 月 

令和 8 年 6 月 17 日 

（火曜日） 

令和 8 年 7 月 1 日 

（水曜日） 

令和 8 年 8 月 2 日

（日曜日） 

令和 8 年 7 月 17 日 

（金曜日） 

令和 8 年 

8 月 

令和 8 年 7 月 17 日 

（金曜日） 

令和 8 年 8 月 3 日 

（月曜日） 

令和 8 年 8 月 31 日

（月曜日） 

令和 8 年 8 月 18 日

（火曜日） 

令和 8 年 

9 月 

令和 8 年 8 月 18 日

（火曜日） 

令和 8 年 9 月 1 日

（火曜日） 

令和 8 年 9 月 30 日

（水曜日） 

令和 8 年 9 月 14 日

（月曜日） 

令和 8 年

10 月 

令和 8 年 9 月 14 日

（月曜日） 

令和 8 年 10 月 1 日

（木曜日） 

令和 8 年 11 月 1 日

（日曜日） 

令和 8 年 10 月 19 日

（月曜日） 

令和 8 年

11 月 

令和 8 年 10 月 19 日

（月曜日） 

令和 8 年 11 月 2 日

（月曜日） 

令和 8 年 11 月 30 日

（月曜日） 

令和 8 年 11 月 16 日

（月曜日） 

令和 8 年

12 月 

令和 8 年 11 月 16 日

（月曜日） 

令和 8 年 12 月 1 日

（火曜日） 

令和 9 年 1 月 3 日

（日曜日） 

令和 8 年 12 月 15 日 

（火曜日） 

令和 9 年 

1 月 

令和 8 年 12 月 15 日 

（火曜日） 

令和 9 年 1 月 4 日 

（月曜日） 

令和 9 年 1 月 31 日

（日曜日） 

令和 9 年 1 月 18 日 

（月曜日） 

令和 9 年 

2 月 

令和 9 年 1 月 18 日 

（月曜日） 

令和 9 年 2 月 1 日 

（月曜日） 

令和 9 年 2 月 28 日

（日曜日） 

令和 9 年 2 月 12 日 

（金曜日） 

令和 9 年 

3 月 

令和 9 年 2 月 12 日 

（金曜日） 

令和 9 年 3 月 1 日 

（月曜日） 

令和 9 年 3 月 31 日

（水曜日） 
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８．広告枠最低売り払い価格 

金 ２４０，０００円（消費税及び地方消費税は含まない）  

９．見積書の提出 

 （１）提出期限  令和８年２月１６日（月）午後５時 

（２）提出方法  持参または郵送（簡易書留に限る）とし、電子メールによる提出は

不可とする。 

         ※受付は、土曜日、日曜日、祝日を除く、午前８時３０分から午後

５時まで 

 （３）提出場所  瀬戸内市役所 総合政策部 秘書広報課 

          〒７０１－４２９２ 岡山県瀬戸内市邑久町尾張３００番地１ 

 （４）金額の記入 見積金額には消費税及び地方消費税は含まないものとする。 

１０．その他  

 （１）本仕様書に記載のない事項について疑義を生じた場合は、秘書広報課と協議のう

え、決定するものとする。 

 （２）瀬戸内市広告掲載取扱要綱  別添 

（３）瀬戸内市広告掲載基準  別添 

 （４）瀬戸内市ホームページ有料広告掲載取扱要領  別添 

 （５）質問がある場合は、令和８年２月６日（金）午後３時までに持参・郵送（令和８

年２月６日必着）・ＦＡＸまたは電子メールで提出すること。質問に対しての回

答は、令和８年２月１０日（火）に市ホームページ上に掲載する。 

１１．問い合わせ先 

   瀬戸内市役所 総合政策部 秘書広報課（担当：太田） 

電 話：０８６９－２４－７０９５ 

ＦＡＸ：０８６９－２２－３３０４ 

Ｅ-mail：hisyo@city.setouchi.lg.jp 


